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●和光市役所 ☎ �6�-1111（代表） 市庁舎開庁時間／月〜金曜日 8:30 〜 17:15
　第3土曜日8：30〜12：00（転出入に関する事務：戸籍住民課・課税課（国保税）・収納課・健康支援課・こども福祉課）トピックスわこう 市からの

お知らせ！！

オトコの子育ておるご～る
男女共同参画
わこうプラン推進委員だより わこうプラン推進委員

木村　久美子人権文化課　☎424-9088

　1歳の男の子の父親でもある友人
は、子育てにとても積極的だ。オムツ
替え、食事、時には寝付かせも行い、毎
朝子どもの着る服をコーディネイト
するのも自分の役目だと嬉々として
語る。そんな友人が言った意外な言
葉は「育児休暇を取ってまで子育て
するかと訊かれれば…多分しないと
思う」。
　2009年に育児・介護休業法が改
正され、翌年6月には「パパ・ママ育休
プラス」制度の導入等、より男性の積
極的育児参加を促す内容の新制度が
施行された。しかしながら未だに男
性の育児休暇取得率は横ばい、欧米
諸国に比べ日本の男性の育児時間は
実に1／2以下と、統計的には先進国
の中でも断トツの最低水準だ。先の

友人に限らず、身近にいる父親たち
から聞こえてくるのは『仕事が忙しく
時間や余裕がない』『周囲の目が気に
なって育児休暇が取りずらい』『育児
に興味はあるが自信がない』など、哀
しいかなネガティブなものばかり。
最近定着しつつあるイクメンという
言葉が一人歩きしているのか、現実
問題として男性の子育て事情にまだ
まだ課題は山積だ。それは同時に、働
く母親にとっても…。
　とはいえ、親の、子どもに対する愛
情やその表現方法はデータや物差し
だけでは測りきれない。悲観的にな
ることなく、父親・母親ともに子供を
育てる“当事者”として、我が子の育成
に積極的に関わり、向き合い続けてい
くことが一番大切なのだと思う。
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『男女共同参画苦情等処理窓口をご利用ください!』
「市の男女共同参画推進施策や男女共同参画の推進に影響を及ぼす施策への苦
情」や「セクハラや男女共同参画を阻害する人権侵害の相談」をお受けします。

人権文化課 ☎424-9088

イルミネーション
◀�本田技研工業株式会社�和光ビル（本町8-1）
12月6日（木）～12月28日（金）
17：30～21：30（初日は18：00から）
敷地の外から見学できます
（敷地内は関係者以外入れません）。

聖イエス▶
教会　

（新倉5-9-1）　  
12月中

初詣・除夜の鐘
　毎年12月31日～1月1日にかけて、
市内の各神社では、初詣をする参拝客
で賑わいます。お寺では、除夜の鐘が鳴
り響きます。

▲年明けと共に初詣が始まります

▲鐘をつかせてもらえるお寺も

新春たこあげ大会
1月19日（土）
10：00～12：00
手作り凧をあげよう!

年末年始市内の
イベント

お正月
新倉ふるさと民家園
お正月特別開園
1月2日（水）・3日（木）
伝統的な正月遊び

和光市で
こんなに
楽しめる!

詳しくは、13ページを
ご覧ください。

■会場：中央公民館・視聴覚室
■時間：13：30～15：30
■募集人数：40名　■申込み：  電話又は窓口
■締め切り：  1月11日（金）まで。応募者多数の場合は抽選 

抽選結果・受講要領は1月中旬郵送予定。
■問合せ： 生涯学習課生涯学習担当  ☎424-9150

埼玉県は深い歴史を持ち、傑出した人物
を輩出してきました。セッション3ではこ
れにスポットライトを当てて学びます。

回 日にち 内容・講師

1 1月24日（木）
やっぱりすごい! さきたま古墳群
　県立歴史と民俗の博物館　学芸員　西口 正純

2 2月 7日（木）
見直そう、埼玉の偉人「塙保己一」
　塙

はなわ
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ほ

己
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い ち

記念館　荒井 一夫

3 2月21日（木）
埼玉の初の国宝建造物、妻沼の聖天堂に迫る
　ボランティア「阿

あ

うんの会」　阿部 修治

和光市民大学/2012
セッション3「さいたま、再発見!」
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受講生募集!!
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和光市の
 歴史・民俗を
   たずねて

　年末の大掃除は日本の風物詩です
が、かつてカマドや囲炉裏があり、燃
料に薪が使われていた頃は、大掃除
にあたる「煤払い」が行われていまし
た。煤払いは「ススハキ」「スストリ」と
も呼ばれ、正月の準備をするための
伝統的な行事でした。煤払いが行わ
れる日は天気の良い日や仕事の都合
で決めていましたが、暦を見て仏滅や
申の日を外した家もあったようです。
　そして、新倉の坂下地区では、以
前は12月13日に決まって煤払いが
行われました。江戸時代の天保9年
（1838）刊行の『東都歳時記』によれ
ば「煤拂貴賎多くは此日を用ゆ」と記
載され、寛永17年（1640）以来、江戸
城中の煤払いは13日に行うことが慣
例となっていたことがわかります。武
士がこれに習い、町人もさらに従うよ
うになっていったようです。
　煤払いの手順としては、まず家具
や畳などを全て戸外に出すことから
始まります。その後、竹山などから葉
の多い竹を切り、枝を折って先を箒

のようにして、それを2本束ねて煤を
払う道具としました。この竹を束ねた
もので、神棚の煤を払ってから、ほか
の部屋や台所の煤を払いました。燃
料に薪を使っていた時代は煤が大量
に出たため、煤払いは大仕事でした。
煤払いが終わると、神棚に酒・燈明・ご
はん・うどん・赤飯などを供えて、その
後家族でお供え物を食べました。煤
払いで使われた竹は、他に使うもの
ではないとされ、燃やされました。
　煤払いは、燃料にガスや石油を使
い、煤が出なくなった現代では、掃除機
による大掃除に変わっていきました。

第11回

新倉ふるさと民家園での煤払い
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